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報告書の見方 
 
 

1. 点検・評価項目は、「日本語教育機関認定法」「日本語教育機関の告示基

準」「日本語教育起案告示解釈基準」を参照し、作成している。 

 

2. 点検・評価項目にそれぞれ評価細目を設け、それらを個別評価

（5.4.3.2.1）し、項目ごとに「取り組み内容」「課題・改善計画など」を

記述した。 

 

3. 評価の内容は以下のとおりである。 

5 ：達成されている。 

4 ：ほぼ達成されている 

3 ：どちらかともいえない  

2 ：取り組みを検討中 

1 ：改善が必要 
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令和 6（2024）年度 各種学校セントメリー日本語学院 

自己点検・評価報告書 

 

日本語教育機関名 各種学校 セントメリー日本語学院 

点検・評価項目 評価 

I.認定日本語教育機関の目的及び目標達成に関すること 

1理念・目的・育成人材像は定められているか  5 

2 学校の特色を理解しているか  5 

3 学校の将来構想を抱いているか  5 

4 学校の理念・目的に沿って生徒募集活動は、適正に行われているか  5 

5 入学選考は、適正かつ公平な基準に基づき行われているか  5 

6 適正な定員設定及び在籍者数になっているか  5 

7 理念に基づく教育が行われているか  5 

8 学校の教育資源や施設を活用した社会貢献を行っているか 5 

【教育理念】 

多様な文化背景を持つ学習者を受け入れ、日本語教育を通して、日本文化と日本語への理解

を深め、多文化共生の実現と国際間の親善・発展に貢献できる心身ともに健やかで人間性豊

かな人材を育てる。      

【教育目標】 

 日本語の学習を通じて、卒業後も自律的にかつ主体的な学びが実現できるようにする。さ

らに日本語学習者が実学として獲得した日本語やコミュニケーション能力を活かし、グロー

バル社会で活躍できる人材になるよう育成すること。 

 

【教育指針】 

1.目標に向かって自ら「動く人」 

課題に主体的に取り組み、自らの目標に向けて行動し、挑戦し続ける人。自己管理能力を高

め、自己の成長に対して責任を持ち、目標達成に向かって努力し、行動する姿勢を育てる。 

 

2.多様な考えを理解し「助け合う人」 

異なる文化や考え方を尊重し、他者と協力しながら国際社会の一員として貢献できる人。学

習や交流から多様な価値観や考え方に対する理解を深め、グローバルな視野を持って活躍で

きる人材を育てる。 

 

3.学んだことを活かして「決められる人」 

得た知識・経験・日本語力をもとに、責任ある意思決定ができる人。学んだことを実践に結

び付け、効果的に活用しながら適切な意思疎通、行動ができる力を育てる。 
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（取り組み/課題など） 

本学院は、明確な教育理念・目的を掲げ、国際的視野に立ってグローバル社会で活躍でき

る人材を育成するための方針を策定し、教職員・生徒に広く浸透させている。 

日本語教育と日本語教師養成を車の両輪のように捉え、様々な教育活動を展開しており、

定期的な全体会議、教務会議、学生課会議などを通じて、全教職員が本学院の特色を理解

し、社会の変化に対応した教育活動を推進している。多様な生徒の学びを支える柔軟なカ

リキュラムも整備している。中長期的なビジョンとしては、生徒の多国籍化のさらなる推

進、組織運営の ICT化、国内外の大学等との提携拡大による生徒募集の拡大と進学支援を

視野に入れており、教育の質向上や施設の充実などに向けた具体的な施策を実施してい

る。生徒募集活動は、理念・目的に基づき、適正かつ公平な基準で行い、本学院の教育に

適した生徒を受け入れている。入学選考においては、公平性を確保するためにルーブリッ

クの基準を設定し、透明性の高い手続きを実施している。また、適正な定員管理を行い、

現在の在籍者数も適正な範囲内に維持している。本学院は理念に基づいて教育プログラム

を設計し、生徒の学びを支える体制を整えている。さらに、地域社会との連携および社会

的責任の一環として、地域交流活動や美化活動を実施している。具体的には、年間行事の

一環として、校舎周辺の美化活動の実施や県内の提携大学との進路指導・相談会の企画及

び運営を行い、市内全体の多文化共生に対する意識向上や環境改善・発展に貢献している。 

Ⅱ.教員及び学校運営に関すること 

1 目標に向け授業を行うことができる要件・資質を備えた教員を確保しているか  5 

2 学校の教育理念・目的の達成に沿って事業計画が定められているか 5 

3 教育理念・目的が教職員間で共有されているか  5 

4 運営組織や意思決定機能が確立され、効率的なものになっているか  5 

5 教職員の研修体制が効果的に構築され、実施されているか  5 

6 人事や賃金での処遇・職場環境の改善に関する制度は整備されているか  5 

7 危機管理体制は整備されているか  5 

8 学校運営を客観的に評価し、維持向上させる機能が整備されているか 5 

【取り組み/課題など】 

 本学院では、採用基準の明確化や研修制度の充実を通じて、教育目標を達成できる資質を

備えた教員を確保し、質の高い授業を提供している。教育理念の実現に向けて、月ごとに

進学のためのアンケートを実施し、生徒の情報や希望を把握したうえで、クラス担任が面

談を行い、時期に合ったきめ細かい進学指導を行っている。また、教職員全体で教育理念

を共有するために、定期的に全体会議や教師連絡会を開催し、理念に基づいた指導を徹底

している。学校運営の効率化を図るために、組織体制の明確化や意思決定プロセスの迅速

化を整備し、円滑な運営を実現している。教職員の能力向上を目的として、教員・職員と

もに新人研修から始まり、経験に応じた研修制度を設け、教育の質の向上に努めている。

また適正な人事評価制度、定期的な給与等の処遇改善、インフルエンザの予防接種費用の

一部負担、登録日本語教員国家資格取得支援制度の導入、ハラスメント防止対策等を導入

し、処遇・職場改善の制度の充実を図っている。危機管理体制としては日本語教育振興協

会の協力の下、近隣地域の日本語学校と連絡をとり、転学を希望する者の受け入れについ
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て確認、留学生に対する支援指導を行う。現在、準備中である。学校運営の客観的評価と

しては、日本語教育振興協会の第三者評価を実施している。 

Ⅲ.施設及び設備に関すること 

1 学校が目指す教育活動に相応しい施設及び設備が整えられているか  5 

2 施設及び設備の管理、保全のための体制が整えられているか  5 

3 施設及び設備の拡充のための検討がなされているか  5 

4 施設及び設備の拡充のための財務的手当てがなされているか  5 

5 情報システム化等による業務の効率化が図られているか  5 

6 地球温暖化への対応策を実施しているか 5 

【取り組み/課題など】 

施設・設備の安全性と機能性を維持するため、定期的に設備点検を実施し、衛生管理者同

席のもとで管理・保全体制を強化している。また、教育の質を高めるために、事務局の施

設管理担当者を中心として日頃から校舎の点検・改善を行い、施設の充実に向けた検討を

継続している。施設設備の拡充に向けては、予算の適正配分や持続的な財政計画のもとで

設備投資を実施している。情報システム化による業務の効率化については、IT部門を中心

に、学院独自で開発したファイルメーカーを常にアップデートし運用している。現在、校

内 LMSの開設・実施に向け準備を進めている。日々の授業内容や生徒の様子については、

担当教員間でメッセージツール（LINE）上にて報告を行い、教育課程の遂行状況をタイム

ラグなく共有している。なお、地球温暖化対策の一環として校内照明を LEDに変更したが、

一部変更がなされていないところがあるため、早急に改善に努める。 

全ての施設が基準に適合している。明るさ，快適さにおいて、教室、図書室、その他の設

備も学生が閉塞感やストレスを感じず勉学に集中できるように整備されている。全教室に

テレビ受像機・モニターを導入した。今後さらに ICT教育の積極的な実施にむけ改善を行

っていく。 

Ⅳ.日本語教育課程の編成及び実施に関すること 

1 教育課程は学校の教育理念・目的の達成に沿って編成されているか  5 

2 教育課程は日本語教育の参照枠を参照し、体系的に編成されているか  5 

3 教育課程が遅滞なく実施される体制が整えられ、効果的に機能している 5 

【取り組み/課題など】 

本学院は、教育理念および目的の達成を重視し、カリキュラムや教材の継続的な見直し、

教育目標との整合性の確保を通じて、教育課程を適切に編成している。日本語教育の参照

枠を基に、言語能力の段階的習得を考慮したカリキュラム設計や、基準に準じた評価方法

の導入を行い、体系的かつ実践的な教育課程を構築している。また、教育課程を計画通り

に実施するため、教職員間の情報共有体制を整備し、円滑な運営と効果的な指導を実現し

ている。年末の全体会議、年度上半期終わりと下半期終わりの教師連絡会のほか、月 1回

の教務会議、週１回の学生課会議などを実施し、情報共有と諸対応にあたっている。 
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Ⅴ. 卒業の認定及び学習の成果に関すること 

1 成績評価、進級判定、卒業判定は適切に行われているか  5 

2 各種日本語試験の認定率向上のための指導体制は整っているか  5  

3 生徒募集活動において、教育成果は正確に伝えられているか 5  

【取り組み/課題など】 

 本学院では、成績評価・進級判定・卒業判定を公平かつ適正に行うため、明確な評価基準

を設定し、客観性と透明性と確保した評価を実施している。外部試験の対策としても、選

択必修科目の設置、模擬試験の導入等を行い、効果的な指導体制を整備している。生徒募

集活動においては、本学院の教育成果を正確に伝えるために、募集要項やパンフレット、

ホームページ上で過去の試験合格率や卒業生の進路実績を公表し、説明会や広報資料の充

実を図ることで、透明性のある情報提供を徹底している。 

Ⅵ. 生徒への学習上及び生活上の支援に関すること 

1 入国・在留関係の管理・指導と支援が適切に行われているか 5 

2 日本社会を理解するための支援が適切に行われているか 5 

3 我が国の法令を遵守させる指導を行っているか 5 

4 常に最新の生徒情報を把握しているか 5 

5 進学・就職指導に関する体制は整備され、有効に機能しているか 5 

6 生徒相談に関する体制は整備され、有効に機能しているか 5 

7 生徒の心身の健康管理・事故・怪我サポートを担う体制があり、有効に機能し

ているか 
5 

8 学生寮等、生徒の生活環境への支援は行われているか 5 

9 生徒のアルバイトに関する指導は適切に行われているか 5 

10 保護者と適切に連携しているか 5 

11 卒業生への支援体制はあるか 5 

12 地域社会との連携を通じて、生徒の社会参加の機会を提供しているか 4 

【取り組み/課題など】 

本学院は、適正校クラスⅠの教育機関として選定されているが、常に生徒の入国・在留手

続きが適正に行われるよう、法務省のガイドラインに基づいた指導や定期的な在留資格確

認を実施し、適切な管理と支援を行っている。生徒が日本社会を理解し適応できるよう、

入学時オリエンテーションの実施、個人面談、日本人との交流機会の創出などを通じて支

援を行っている。生徒の状況を正確に把握するために、出席状況を生徒情報管理システム

で管理しており、教職員は PC を使って生徒別・クラス別・教室別の出席状況を随時確認
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できる。また、教職員には 2日連続で欠席している生徒のリストが配信され、学生課職員

は対象生徒に電話連絡を行い、安否確認と指導を実施している。進学支援に関しては、定

期的な進学説明会や個別相談を実施し、実効性のある支援体制を構築している。生徒が安

心して学習できる環境を整えるため、学生課職員が多言語対応を行い、適切な相談体制を

確立している。また、アルバイト状況については月 1回の調査を行い、出席率が芳しくな

い生徒に対しては個別面談を実施し、アルバイト状況や健康状態の確認、給与明細の提出

を促している。出席率はデータ上で毎日更新されており、保護者は海外にいても随時生徒

の出席状況を確認することができる。学生課職員も問題があれば速やかに保護者へ連絡を

取る体制を整えている。生徒の健康管理と安全確保のためには、学校医と提携し、学生課

職員が生徒に同行するなど、生徒が安心して学校生活を送れるよう支援体制を整備してい

る。さらに、卒業生とのつながりを大切にし、継続的な支援体制の充実にも努めている。

近年では SNSを活用し、特に Facebookで学校の最新情報をリアルタイムに発信しており、

卒業生が国内外を問わず常に母校の様子を把握できる環境を整えている。実際に、多くの

卒業生が学校を訪れ、教職員と交流を持つ機会も増えている。地域行事への参加としては、

近隣で開催される盆踊り大会に積極的に参加し、地域住民との交流を深めている。また、

地域住民との交流の一環として、宇都宮駅においては、外国人旅行者などの定期券購入を

支援する取り組みとして、本校の留学生が多言語で案内・補助を行っている。このほか、

県内の高等学校や大学と提携し、日本人生徒と外国人留学との国際交流会を実施する。異

文化体験を通じて、学生及び高校の生徒双方の異文化理解・共生に関する見分を広げる活

動を行っており、地域国際化に寄与する実践的な活動として、公共機関や参加者からも高

い評価を得ている。 

Ⅶ.教育活動等の改善を継続的に行う仕組みに関すること 

1 法令、設置基準等の遵守と適正な運営がなされているか  
5 

2 個人情報に関し、その保護のための対策がとられているか  
5 

3 教職員評価を行っているか  
5 

4 教職員評価の結果を基に、教育活動の改善を適時適切に行っているか  
5 

5 関係省庁への定期報告を遅延なく実施しているか  
5 

6 自己点検・自己評価の実施と、問題点の改善に努めているか  
5 

7 自己点検・自己評価結果を公開しているか  
5 

8 教育活動等を第三者的立場から助言する仕組みがあるか 
5 

【取り組み/課題など】 

 本学院では、法令および設置基準を遵守し、運営規程の整備、定期的な法令確認、コンプ

ライアンス研修の実施を通じて、適正な学校運営を維持している。個人情報の適切な管理

を徹底するために、アクセス権限の管理やデータのバックアップを行い、厳格な保護対策

を講じている。また、教職員の教育活動の質を向上させるため、年次評価制度を導入し、

適切な評価を行っている。関係省庁への報告義務を適切に履行するためには、報告スケジ
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ュールの厳格な管理や、提出前の内容確認プロセスを確立し、遅延なく報告を行っている。

透明性の確保を目的として、自己点検・自己評価の結果をホームページ上で公表し、適切

な情報公開を行っている。第三者評価委員会は設置していないが、学校運営に関する他者

評価と同様、日本語教育振興協会による第三者評価を実施している。 

Ⅷ.財務に関すること 

1 中長期的に学校の財務基盤は安定しているといえるか  
5  

2 予算・収支計画は有効かつ妥当なものとなっているか  
5 

3 財務について会計監査が適正に行われているか  
5 

4 留学生紹介機関への仲介手数料は適正なものとなっているか  
5 

5 財務情報公開の体制整備はできているか 
4 

【取り組み/課題など】 

本学院では、財務の健全性を維持するために、安定した収益確保を目指して計画的な生徒募

集を行い、効率的な支出管理と中長期的な財務計画の策定によって財務基盤の安定化を図っ

ている。顧問税理士及び労務士と連携し、定期的に適切な会計処理と監査を行っている。留

学生紹介機関との契約においては、公正な手続きを徹底するために、適正な料金基準の設定、

契約内容の明確化、公正な市場調査を行い、適正な仲介手数料を維持している。また仲介手

数料の適正性を決算ごとに検証している。なお、財務情報公開の体制整備や HP 等での公開

を検討準備中である。 

‹統括≻ 

本学院は、教育理念・目的に基づき、適正な運営と質の高い教育を実現している。生徒

募集・入学選考においては公平性を確保し、教育課程は体系的に編成・実施されてい

る。また、教職員の研修や評価を通じて、教育の質向上に努めている。施設・設備の整

備や情報システムの活用も進め、安全で快適な学習環境を提供している。生徒支援にお

いては、在留管理、進学指導、健康管理の充実を図り、保護者や地域との連携も強化し

ている。さらに、法令遵守と財務の健全化を徹底し、会計監査や情報公開の適正化を進

めている。今後も自己点検・自己評価を通じた改善を継続し、国内外の動きに対応した

教育体制の充実を図るとともに、より良い学校運営と教育の充実を目指していく。 

 


